


















（日本経緯度原点及び日本水準原点）
第二条 法第十一条第一項第四号に規定する日本経緯度原点の地点及び原点値は、

次のとおりとする。
一 地点 東京都港区麻布台二丁目十八番一地内日本経緯度原点金属標の十字

の交点
二 原点数値 次に掲げる値
イ 経度 東経139度44分28秒8759
ロ 緯度 北緯35度39分29秒1572
ハ 原点方位角 32度20分44秒756

（長半径及び扁平率）
第二条の二
一 長半径 6,378,137メートル
二 扁平率 298.257222101分の1

世界測地系導入で測量法を改正

【位置の改正】測量法の改正により、日本の位置の基準となる日本経緯度原点の

数値（経度：東経139度44分40秒5020、緯度：北緯35度39分17秒5148）は、世界測地

系での数値に変更されました。(測量法施行令第2条第1項第2号)

また、地球の形は絶えず変化しており、今後さらに詳細な値が定められることがあ

ると考えられるため、改正前はベッセルの回転楕円体を測量法（法律）に規定してい

ましたが、改正後は、具体的な長半径及び扁平率の値については測量法施行令（政

令）で定めると規定されました。(測量法施行令第2条の2)

【地点の改正】日本経緯度原点の地点「旧東京天文台子午環の中心点」は「日本

経緯度原点金属標の十字の交点」に、原点方位角「鹿野山一等三角点の方位角」は

「つくば超長基線電波干渉計観測点金属標の十字の交点の方位角」に改正されました。

改正後の施行令

測量法改正前

（測量の基準）
第十一条 基本測量及び公共測量は、左の各号に掲げる測量の基準に従って行わな
ければならない。
一 地球の形状及び大きさについては、ベツセルの算出した次の値による。
長半径 6,377,397.155メートル
扁平度 299.152813分の１
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